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「フジのトンネル」
北九州支部　細川　正弘　会員
撮影日　2015年 5月
説　明　北九州市八幡東区にある河内藤園です。
今ではネットで紹介されたおかげで、見学者が増えてし
まい、予約制になりました。
この写真には見学者が写っていませんが、写真愛好会メ
ンバーで開園前に撮らせていただきました。
ぜひ、一度足を運んでください。
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　新年、明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、心新たに新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、
日頃から、県会の会務運営に対しまして、ご理
解とご協力をいただいておりますことに、改め
て感謝と御礼を申し上げます。会務運営に関し
て、支部、会員の皆様のご意見を伺い、役員一
丸となり、制度発展のため、全力で運営を行っ
ていきたいと考えておりますので、どうぞ宜し
くお願い致します。
　昨年7月に発生した九州北部豪雨災害で被災さ
れた皆さまに心からお見舞い申し上げますととも
に、一日も早い復興を心よりお祈り致します。被
災地におきましては我々土地家屋調査士が復興に
向けた現地調査等を行っていると聞き及んでいま
す。これも一重に土地家屋調査士の皆様の日々の
業務が評価された証ではないでしょうか。
　筆界特定、大都市型の登記所備付地図作成と
土地家屋調査士の専門性を発揮する場面はまだ
まだ多数あると考えております。私たち土地家
屋調査士は、土地の境界に関する法律知識を持
ち、測量という技術を持った唯一の専門家であ
り、国民の皆様にとって、なくてはならない存
在であることは紛れもない事実です。
　専門資格者として常に職責を認識し、高い職
業倫理と品位を持って日々の業務を行えば必ず
道は開けると私は考えております。
　ここで新しい年の初めに際して、二つの事業
の進捗状況について報告を行いたいと思います。
　一つ目は社会連携講座についてです。昨年 10
月より九州大学、西南学院大学において「土地
境界と登記」の講義名にて開講しております。
この講座は、土地家屋調査士の知名度及び社会
的信用の向上を目的に事業を継続しています
が、既に受講生が大学を卒業され、各地の市役
所税務課等にて活躍されている方もいらっしゃ
ると聞き及んでおります。
　なお、今後については、両大学のみにとらわ
れず、他大学との連携ができないか現在協議を

行っております。
　二つ目は筆界特定手続のスキームを活用する
方策についてです。所有者不明土地を隣接地と
する土地について分筆の登記等を可能とするた
めの筆界特定手続の取扱要領（案）（試行用）が
発表されています。相続の発生や地方から都市
への人口移動などにより、不動産登記簿等から
所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連
絡を取ることができない土地が増加しており、
隣接地所有者による筆界の確認ができないため
分筆、地積更正の登記が事実上困難となる事案
が増加するため、筆界特定制度を活用しようと
するものです。具体的には分筆等の申請の為に、
その委任を受けた土地家屋調査士が行った測量
成果等を有効に活用する事等により、申請から
筆界特定までの期間を通常よりも短縮して筆界
を特定するものです。本来であれば本年 4 月よ
り施行の予定でしたが全国で数例のみという事
で現段階ではまだ試行状態となっております。
昨年より会としましても試行運用の協力を行う
予定でしたが事例の調整がつかず延期となって
おりましたが、今回福岡市内において申請が行
える事で代理人調査士の方が現在準備を行って
いるところであります。今後スムーズに筆界特
定が出来た場合は代理人調査士より体験記的な
ものを発信できればと考えております。又、も
し同様の案件をお持ちの方がいらっしゃいまし
たら是非県会までご相談ください。
　私が、会長就任して約2年半が経ちました。ま
だまだ不慣れな点もあると思いますが、全力で
副会長、理事メンバーと共に会務執行を行う所
存です。品位保持に努め、専門分野の知識と技
術の向上を図り、時代環境の変化に対応できる
制度を目指し努力してまいりますので支部、会
員の皆様のご協力を宜しくお願いします。
　結びに、支部、会員皆様方のご繁栄とご多幸
を祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただき
ます。
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　新年明けましておめでとうございます。
　福岡県土地家屋調査士会会員の皆様におかれ
ましては、つつがなく新年を迎えられたことと
心からお喜び申し上げます。また、皆様には、
平素から不動産の表示に関する登記手続を通じ、
不動産登記制度の充実・発展と登記行政の円滑
な運営に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　ところで、昨年7月5日に発生した九州北部地
方の豪雨は、福岡県朝倉市、添田町、東峰村、
大分県日田市などを中心に甚大な被害をもたら
し、多くの人命及び物的な被害が発生しました。
被災地域の住民の皆様に対しまして、心から御
見舞いを申し上げます。当局及び大分地方法務
局では、被災地域の一日も早い復旧・復興のた
めに、登記及び人権に関する相談所を開設した
ほか、被災地自治体と連携を図り、職権による
倒壊建物の滅失登記に取り組んでいるところで
す。
　さて、表示に関する登記の充実・強化につき
ましては、日本国土の基盤を明確にするととも
に、不動産取引や公共事業、災害復興事業の基
礎として重要なものであり、本年も、法務省及
び法務局を挙げて重点的に取り組むこととして
います。
　特に、登記所備付地図の整備については、土
地取引の活性化、公共事業や都市再生の円滑な
推進といった観点から極めて重要であることは
改めて申すまでもありませんが、昨年6月に閣
議決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2017」、いわゆる骨太の方針に2年連続で盛り込
まれるなど、国政としての重要性が明確に示さ
れたところです。法務省では、平成27年度以降、
登記所備付地図の整備の更なる推進を図るため
に、全国における登記所備付地図作成作業を拡
充するとともに、新たに大都市の枢要部や地方
の拠点都市、また、東日本大震災の被災県を対
象とし、作業面積を拡大して実施することとし
ています。福岡法務局におきましても、「大都市

型登記所備付地図作成作業10か年計画」に基づ
き、平成27年度及び平成28年度に博多区御供所
町、冷泉町及び上呉服町の作業を完了させ、平
成28年度及び平成29年度に中央区今泉及び薬院
地区、平成29年度及び平成30年度に中央区薬院
及び警固地区の作業に取り組んでいるところで
す。登記所備付地図作成作業におきましては、
会員の皆様方の御協力が不可欠となっています
ので、引き続き御尽力を賜りますようお願い申
し上げます。
　また、現在、法務省及び法務局では、政府を
挙げて取り組んでいるIT国家戦略の実現に向け
て、登記のオンライン申請の利用促進に力を入
れているところです。オンライン申請の利用促
進につきましては、これまであらゆる機会を通
じて会員の皆様方にお願いをしてきたところで
すが、福岡法務局ブロック管内におけるオンラ
イン利用は、極めて低い状況にあります。
　オンライン申請は、質の高い行政サービスを
提供する上で極めて有効であり、平成31年度に
導入が予定されている新登記情報システムV30
においては、オンライン申請によって登記事務
の迅速処理が飛躍的に向上することが期待され
ています。
　会員の皆様方におかれましては、登記申請や
登記事項証明書の請求について、これまで以上
にオンライン申請の利用促進に御理解と御協力
を賜りますよう、お願い申し上げます。
　さらに、昨年10月1日に開催しました「全国一
斉 ! 法務局休日相談所」におきましては、県下3
か所で相談所を開設したところ、会員の皆様方
の御協力を得て、260件を超える相談がありまし
た。アンケート結果を見ましても大変好評であ
り、大きな成果を上げることができましたこと
を、本紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。
　最後に、貴会のますますの御発展と、会員の
皆様方の御健勝と御活躍を祈念申し上げ、新年
の挨拶とさせていただきます。
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　福岡県土地家屋調査士会員の皆様方におかれ
ましては、心新たに新年をお迎えのことと存じ
ます。また、日頃より日本土地家屋調査士会連
合会の活動にご理解、ご協力を賜り、ありがと
うございます。
　昨年も多くの災害が発生いたしました。日本
の織りなす自然は、美しく優しい表情ばかりで
はない事を再認識させられる一年でもありまし
た。被害に遭われた会員の皆様、単位会の皆様
には、この場をお借りしてお見舞い申し上げま
すとともに、熊本地震をはじめとした復旧途上
の被災地も含めて、地域の復興にご尽力いただ
いております事、感謝申し上げます。日本土地
家屋調査士会連合会は、今後も事前復興を主た
る行動指針としつつ、早期の災害復興を目指し
た活動をしてまいります。
　さて、昨年も8月末に土地家屋調査士試験が実
施されましたが、受験申込者数が19年ぶりにプ
ラスに転じました。わずか179名（3.4%）の増加
ではありますが、他の多くの士業団体が受験者
減少に悩むなか、福岡県土地家屋調査士会にて
対応いただきました寄付講座開講や出前授業の
取組みといった協力をいただきながら、傾向と
対策を練り、ターゲットを絞ったうえでの広報
活動の成果だと分析しています。本年以降もこ
の流れを大切に、次なる一手を打つ必要があり
ます。私たちの業務が社会に対して重要かつ有
用であり、やりがいやステータスを伴うもので
あることを、引き続き、「境界紛争ゼロ宣言‼」
の旗標の下に、発信していこうと考えています。
　また、昨年5月29日から実施された法定相続情
報証明制度について、「法定相続情報証明制度に
関するQ&A」で各単位会に周知しましたように、
相続登記促進という制度創設の趣旨から、私た
ち土地家屋調査士においても職務上請求書によ
り戸籍謄本等を取得し、法定相続証明の申出が
可能であるという整理がされています。

　さらに昨今、社会的に大きな注目を集めてい
る所有者不明土地問題に対し、日本土地家屋調
査士会連合会も多くの検討会・勉強会に積極的
に参画し、様々なメディアからの取材要請にも
対応するとともに、国民の皆様の要望事項を土
地家屋調査士の視点から提言を行いつつ、特別
措置法案等の情報に対しスクランブル体制を維
持し、しかるべき準備を怠ることなく備えてい
るところであります。そして、所有者不明土地
を隣接地とする分筆の登記等を可能とするため、
申請代理人を土地家屋調査士に限定された新た
な筆界特定制度（筆特活用スキーム）について、
社会のツールとして定着するよう積極的な活用
をお願いするところです。
　そして近い将来、オンライン登記申請におけ
る「資格者代理人方式」の導入も予定されており、
福岡会においても積極的な対応をお願いさせて
いただくところです。
　社会環境の変化は、想像以上のスピードです。
不動産登記の世界にマイナンバーを紐つける日
も遠くないかもしれません。QZSSを利用した
衛星測位と測位精度のあり方の議論も必要です。
さらには、官民データ活用推進基本法に伴うオー
プン構想の議論と実践や経済産業省提唱のブ
ロックチェーンの技術研究と利活用対応も迫ら
れます。また、地籍制度の国際標準化を見据え
た更なる活動も必要になると考えています。そ
のためにも全国土地家屋調査士政治連盟とも強
力に連携し、行動指針を整えていきたいと考え
ていますが、会員のみなさまにおかれましても、
土地家屋調査士政治連盟の必要性・重要性に対
し、更なるご理解とご協力をお願いします。
　最後に、新しい年が、全国の土地家屋調査士
会員の皆様にとりまして、明るく希望に満ち溢
れた一年となりますよう祈念申し上げ、新年の
挨拶とさせていただきます。
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　明けましておめでとうございます。本年が

皆様方にとりまして良い一年でありますよう、

心より祈念いたしております。

　さて土地家屋調査士の業務は同法第3条に、

「不動産の表示に関する登記について」必要な

調査や測量、あるいは手続を行う、とありますが、

この「不動産」が現存のものを指すことは言う

までもありません。従って、不動産について「今」

ある境界を画定することを第一目的とする土地

家屋調査士業務と、本稿のタイトルにある「歴史」

資料とは、一見無関係にも見えます。ところが、

平成17年度の不動産登記法改正によって法的に

は初めて明確に規定された「筆界」なるものが、

意外にも歴史との関わりをもたらしています。

　そもそも所有権界と区別される筆界というも

の自体、非専門家にはとても理解しにくいもので

ある上、先生方の数ある業務からしても、この筆

界絡み、とりわけ、いわゆる公図地域における原

始筆界の確定は厄介な案件ではないでしょうか。

歴史、あるいは歴史学は、しばしば現実の実務

からはかけ離れたものと見做されがちですが、

地租改正（明治6年）時に創設されて以来200年

近い歴史的経緯を様々なかたちで引き摺ってお

り、それゆえに些か厄介な存在でもある原始筆

界は、かかる通念（?）を否定する代表といえる

かもしれません。

　このような原始筆界の性格上、それを推認する

ための根拠は自ずと歴史資料に求められること

になりますが、九州大学も関連する多くの記録

を所蔵しており、これまで先生方にもご利用い

ただいています。とりわけ、附属図書館付設記

録資料館の九州文化史部門（以下「九州文化史」

と略）という部局は、福岡県下の広範囲の地域

につき明治期の地価帳や野取図帳を始めとする

土地台帳関係の史料群を包括的に所蔵していま

す（目録として「福岡県地価帳」（『九州文化史

研究所所蔵古文書目録』十三、十四（九州大学

九州文化史研究施設、1982年）、また九州大学附

属図書館のHPからも目録をご覧いただくことが

出来ます）。

　この九州文化史は九州全般における近世の文

化的歴史資料の蒐集研究を目的として、昭和9年

立ち上げられました。当時は総長から直接「史

料蒐集費」が支出されており、法学・経済・文

学（国史）の三分野からそれぞれ代表する教官

が集められ、福岡藩の税法、九州諸藩の財政政策、

石炭工業発展、そして宗門改帳という4つのテー

マを掲げて活動を始めています。以後第二次世

界大戦を挟み、戦況厳しき折もその後の激動期

も一貫して精力的な史料調査や蒐集を行い、九

州ならではの特徴的な史料群を形成して現在に

至っています。先述の土地台帳関係史料が九州

帝大に納められた時期について、『九州大学五十

年史』には、昭和6年に当時の法文学部経済科が

「直方税務署に保管中の地租改正及び地押関係調

査書類の譲渡を受け大学附属図書館に保存」（『同

　学術史　下巻』502頁）したとの記述がありま

すが、恐らく同年の地租法公布の動きを受けた

ものと思われるこの受入についても、後に九州

文化史に関係したスタッフが関わっていると推
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当に判るのか、結局は理念的なものでしかない

のではないか、もしくは少なからざるコストを

掛けてまで何故明らかにする必要があるのか、

といった批判が出るのも、些か無理もないかも

しれません。ただ、制度及び理論上の要請もさ

ることながら、歴史資料の保存自体が、残念な

がら大学においても然程容易なことではなくな

りつつある昨今、このように実務とも密接に関

連したかたちでの活用の可能性は、とても有難

いことでもあるのです。

　実務での活用をメリットとしながら、その分

史料保存に携わる側として、たとえば歴史資料

確認に伴うコストを削減出来るようなお手伝い

の仕方を考えられないか―「原始筆界」に象徴

されるような問題をいわば様々な可能性を秘め

た「架け橋」と捉え、双方にとってより望まし

いあり方を追求出来ればと考える次第です。

測されます。税法がテーマの一つとして挙げら

れたのは、この一環でしょうか。昭和30年代に

入るとこれらは九州大学中央図書館から九州文

化史に移管されて、九州地域に関する重要史料

群の一つを構成しています。この他にも、二年

ほど前に担当させていただいた全体研修でもご

紹介した明治8年頃福岡の測量に関するマニュア

ルなど、原始筆界の根拠となり得る土地台帳を

読み解くための歴史資料は、幸いにも豊富に残

されています。

　原始筆界を生み出した地租改正自体、土地調

査と言うよりその名の通り徴税を目的として行

われ、しかも明治維新期の政治的・社会的混乱

の中で「妥協の産物」的側面を残したまま進め

られたものでした。それがそのまま土地の区画

や地番などの基本情報としていわば流用された

ことから、不正確かつ所詮は古い情報である公

図に基づいたところで果たして原始筆界など本

FUKUOKA
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　　１　「暗号的」の意味　
　　２　「仮想的」の意味
　Ⅱ．暗号的・仮想的通貨を支える記録技術
　　１　ブロックチェーンの仕組み
　　２　ブロックチェーンの応用可能性
　おわりに

はじめに
　2017 年 5 月より、福岡県土地家屋調査士会の
学術顧問を拝命した。その関係もあり、この度、
本会報への投稿を行うことになった。そこで、
会員の皆様に向けて、筆者の研究分野（無体物
に関する法制度についての研究）の一端を示し
ながら、会員の皆様の主たる業務分野である不
動産登記について、一つの情報提供を行うこと
が本稿の課題である。
　ご存知の方も多いであろうが、近時、暗号的・
仮想的通貨が登場している。これはコンピュータ
ネットワーク上に暗号技術を用いたデータとして
通貨を仮想するものである。その代表例として
ビットコインが存在している。実態が存在しない
という意味で、これは有体物（たとえば、土地、
建物、宝石など）ではなく、無体物といえる。
　このように、無体物である暗号的・仮想的通
貨をネットワーク上で記録するための方法とし
て、ブロックチェーンという記録技術が用いら
れている。この記録技術はいまや暗号的・仮想
的通貨の記録にとどまらず、さらなる応用可能
性を提示しており、その応用範囲の一つに不動
産登記も含まれているといわれる。
　そこで本稿では、まず、暗号的・仮想的通貨
の代表例であるビットコインの仕組みについて
概説し、その後、この通貨を支える記録技術と
その応用可能性について簡単に説明したい。1

1 以下の技術に関する説明は、主に岡田仁志＝高橋郁夫＝山﨑重一郎『仮想通貨 技術・法律・制度』（東洋経済新報社・2015 年）
及びアンドレアス・M・アントノプロス（今井崇也＝鳩貝淳一郎訳）『ビットコインとブロックチェーン 暗号通貨を支える技術』

（NTT 出版・2016 年）を参照した。

Ⅰ．暗号的・仮想的通貨
　１　「暗号的」の意味
　ビットコインが暗号的・仮想的な通貨である
ことは何を意味するのだろうか。そのことを示
すため、まず、ビットコインで用いられている
暗号技術について説明しよう。この通貨は各人
が用意したネットワーク上のウォレットを用い
て保有・取引される。しかし、実はウォレット
の中にはビットコインそのものが存在している
わけではない。ウォレット内には、いくつかの
鍵とそこから生成されたアドレスが存在してい
るに過ぎない。鍵とは、ソフトウェアによって
ランダムに作成された数字・文字の羅列である
秘密鍵、そして、この秘密鍵の数字・文字を関
数にかけて得た数字・文字の羅列である公開鍵 2

が存在する。この公開鍵の数字・文字をさらに
関数にかけて導出した数字・文字の羅列がビッ
トコインアドレスと呼ばれる。
　公開鍵・ビットコインアドレスは一定の関数
にかけて算出されるものの、これは数学的に一
方向的で、ビットコインアドレスの数字・文字
から公開鍵の数字・文字に戻すことも、公開鍵
の数字・文字から秘密鍵に戻すことも不可能と
言われている。そのため、秘密鍵は他者へ公開
されないものの、公開鍵及びビットコインアド
レスはネットワーク上で公開され、ビットコイ
ンを送ることに利用されている。では、上記の
鍵とアドレスを用いて、ウォレット内でどのよ
うな処理がなされるのか。少々わかりにくいの
で、Xに対して、Aが6ビットコインを、Bが4ビッ
トコイン送り、その後、X が Y に 5 ビットコイ
ンを送る例でみていこう（後掲の図 1 を参照し
ながら読んでいただきたい）。
　まず、X が A から 6 ビットコインを送られる
際、A のウォレット内では、① 6 ビットコイン
を X のビットコインアドレスに送るデータが構
成され、これに、② X が自分の秘密鍵から作成
した電子署名で①のデータを解錠できるという
条件が付加される。これらの取引データ（これ
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を「トランザクション」と呼ぶ）が A によって
ネットワークに送信（ブロードキャスト）され、
一定の検証（その方法は後述）を経て、X のウォ
レット内に送られる。これらのデータに対して、
X が自分の電子署名を入力すれば上記②の条件
を満たすので、A から送られたデータを開くこ
とができる 3（B が X に 4 ビットコインを送る
場合も同様）。
　この一連の作業で A から X に 6 ビットコイン
が送られたが、X がこの 6 ビットコインから 5
ビットコインを Y に送る場合も、A が X にビッ
トコインを送った場合と同様、① 5 ビットコイ
ンを Y のビットコインアドレスに送るデータに
加えて、② Y の秘密鍵から作成した電子署名で
このデータが解錠できるという条件を付加した
取引データ（トランザクション）が X によって
ネットワーク上に送信（ブロードキャスト）さ
れることになる。

　２　「仮想的」の意味
　前記の通り、ビットコインは関数ではじき出
された数字・文字列によって暗号化されたデー
タによってやり取りされたが、これがなぜ仮想
的といわれるのか。次に、この点をみていこう。
たとえば、前述のように X が A から 6 ビットコ
インを受け取る取引と B から 4 ビットコインを
受け取る取引をしたとする。この場合、X のウォ
レット内には、6 ビットコインのデータと 4 ビッ
トコインのデータ、つまり、二つのデータが登
場することになる。
　したがって、もし X が Y に対して 5 ビットコ
インを支払いたければ、それを支払うに足りる 6
ビットコインのデータを選択して Y に送ること
になる。すなわち、X の有する総額 10 ビットコ
インから 5 ビットコインが減少するという単純
な差し引き計算ではなく、6 ビットコインのデー
タを選択し、それを用いて 5 ビットコインを Y
に支払う取引を行うことになる。もっとも、そ
れでは 1 ビットコインはあまるので、あまりは
X 自身にお釣りとして戻す取引も同時に実行し
なければならない。もし、X が Y に 7 ビットコ
インを送るなら、6 ビットコインと 4 ビットコイ
ンのデータを選択し、組み合わせて、Y に 7 ビッ
トコインを、X 自身に 3 ビットコインをおつり
として戻す取引をすることになる。
　このように、ビットコインは複数のデータの
選択・組合せからなる取引データの連鎖によっ
て構成されており、これら複数の取引結果をウォ
レット内で総合的に差し引き計算すると、手元
にいくらのビットコインが残されているか（ビッ
トコインの残高）が判明するに過ぎない。した
がって、ビットコインとは、複数の電子的な取

引データとしてウォレット内に散在しており、
一定の口座内につみかさねられたまとまった金
額として存在しているものではない。その意味
で、ビットコインは仮想的な通貨といわれ、口
座に電子的に積み重ねられた金額が、その使用
に応じて単に減少していく電子マネーとは異な
る。

Ⅱ．暗号的・仮想的通貨を支える記録技術
　１　ブロックチェーンの仕組み
　ビットコインの電子的取引の正確性を検証する
方法は後述することにしていた。ビットコインを
送る際、ネットワークに取引データ（トランザク
ション）が送信されると、ネットワークの参加者

（ノード）がこのデータの正確性を競争的に検証
し、次々と鎖のようにデータの塊を連鎖してネッ
トワーク上に記録していくことになる。ここでは、
検証方法の詳細及びそのような競争的な検証が成
功する理由を説明しよう。
　ビットコインの電子的な取引データ（トランザ
クション）がネットワーク上に送信されると、こ
れは以下の手順で検証される。すなわち、①ネッ
トワークの参加者（ノード）による取引データの
検証、②検証された取引データの収集・蓄積（ブ
ロック化）、③ネットワークの参加者（ノード）
によるブロックの検証である。たとえば、前述
のように A が X に 6 ビットコインを送る場合、
A はネットワーク上に取引データを送信するが、
ネットワークには複数の参加者がいるので、他の
参加者がこのデータの正確性を検証する。検証す
べき項目はあらかじめ決められており、送ろうと
しているビットコインの対応データを A が本当
に保有しているか、また、そのデータを X の電子
署名で開くことができるかなど、リスト化された
複数の項目を順次検討していく（上記①）。
　こうした検証を経て、データに誤りがない場
合、検証された A から X への取引データはその
時点で同時になされている他者の取引データ（た
とえば、B から X への取引などであり、これも
A から X への取引と同様上記①の検証を経てい
る）とあわせて、ひとつの塊にまとめられる（ブ
ロック化、上記②）。ブロックには、ア）当該ブ
ロックに含まれる全取引データはもちろん、イ）
そのブロックの構成時点までになされてきた全
ての取引データを圧縮したデータなども含まれ
ている。ブロック化は 10 分程度の単位で、その
時点の全取引データがまとめられており、その
作業は複数人が同時かつ競争的に実施している。
複数人が同時にブロック化を進めるならば、ど
のブロックが正当なものと決定されるのか。そ
れは計算問題による競争で決定される。
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③）。検証の結果、問題があればブロック化は否
定されるが、ブロックの正確性に問題がなけれ
ば、検証されたブロックがネットワーク上に記
録される 4。上記のように、10 分単位で取引の塊

（ブロック）が鎖のように連続的に記録されるの
で、このような記録方法をブロックチェーンと
称するのである（図1参照）。しかも、あとのブロッ
クには前の全取引が圧縮されたデータ（上記イ）
が記録されているので、取引記録を改ざんしよ
うとすれば、そのデータを含む全ブロックを改
ざんすることが必要になり、記録の改ざんは極
めて困難である。
　では、このような競争的方法で取引データを連
鎖的に記録していくことが、ネットワークの参加
者によってなぜ実現可能なのか。それはブロック
化を成功させた者には報酬としてビットコインが
発行されるからである 5。ビットコインの取引は
ネットワークの参加者に報酬を与えることで正確
性を検証し、検証した記録をネットワーク上でブ
ロックチェーンによって公開的・連続的に記録す
ることで、悪意ある者のデータ改ざんを防止して
いるのである。

　まず、ブロックには前述のア・イのデータが含
まれるが、これらは数字・文字で構成された値で
あり、しかも、すでになされた取引に関する値な
ので固定的である。そこで、ア・イの固定値に、
ある一定の数値ウ）を加えて関数処理することで、
プログラムが自動で算出し、あらかじめ解答とし
て用意されていた値エ）を下回るような計算処理
をするように求められる。つまり、ネットワーク
の参加者が自分の構成したブロックを正当なもの
と証明するため、「ア、イ、ウを関数処理した数
値 < エの数値」となるような計算を行って、ウに
該当する値を自らのコンピューターで算出し、解
答をはじき出す作業をするのである。ネットワー
クの参加者は上記の計算処理作業によって、取引
の正確性を確認したことを証明する（プルーフ・
オブ・ワーク）。この計算処理による正確性の証
明を最速で達成した者が、ア・イの取引データに
加えて、それらの正確性をウとの関数処理によっ
て証明したプルーフ・オブ・ワークのデータを含
めて新たなブロックを構成する。
　このブロックがさらにネットワークに送信さ
れ、別のネットワーク参加者が検証を行う（上記
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4  その意味で、性能の良いコンピューターを複数所有する者がこの競争に勝利する傾向があり、そのためには、複数のコンピュー
ターを設置する広大な土地、そして、それらを稼働する電気代や人件費が必要になる。いずれにしても、これだけの資源を投
じる必要があるので、ネットワークの参加者は検証結果が否定され、ブロック化を妨げられると多大な損失が生じる。これを
おそれるならば、ブロック化を妨げられないように、検証は正確になされることになり、取引データの検証をネットワークの
不特定の参加者に委ねたとしても、正確性は担保されるのである。
5  正確にいうと、プルーフ・オブ・ワークを最速で済ませ、その時点での取引をブロック化した者は、そのブロック内に、事
前に定められた割合で自分へビットコインを送る取引を新たに組み込むことで報酬を得る。このように、検証作業を実現した
者は報酬としてビットコインを新たに入手するので、あたかも金を採掘（マイニング）することになぞらえ、報酬を目指した
本文の一連の検証作業はマイニングとよばれる。
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　２　ブロックチェーンの応用可能性
　上記のような電子的な記録技術はビットコイ
ンのような無体物だけでなく、同じ無体物の著
作権を管理する場面にも応用されているようで
ある 6。しかし、ここでは土地家屋調査士業務と
の関係で、土地という有体物と比較するために、
ダイヤモンド（有体物）の売買記録に利用され
ている例を紹介する。これは、ビットコインが
A から X に送られたことを前記の方法でブロッ
クチェーンに記録するのと同様に、ダイヤモン
ドの譲渡に関するデータを次々に記録していく
ものである。
　ビットコインはデータとしてネットワーク上
に記録されたものの、ダイヤモンドのような
有体物はどのようにデータ化し、記録されるの
か。それは、ダイヤモンド固有のシリアルナン
バー、カラット数、カット方法など、40 以上の
特徴をデータ化し、現実に存在するダイヤモン
ドとブロックチェーン上の記録データを紐づけ
ることでなされている。これらに加え、ダイヤ
モンドの所有者や鑑定書などもあわせてブロッ
クチェーンに記録し、所有者が変更されれば、
それらを次々と連鎖的に記録していく 7。
　このような方法でインターネット上に記録を
作成することは、記録の作成を容易化するだけ
でなく、簡易な記録の検索も可能となり、有体
物の取引促進につながると言えるだろう。ダイ
ヤモンドと同じ有体物である不動産を記録する
ために、ブロックチェーンを応用できるとすれ
ば、不動産の記録作成はますます容易化し、記
録の参照も簡便になる 8。これは不動産という財
産の流通をますます促進することになるであろ
うし、不動産の特徴を見出し、電子データ化す
る作業は土地家屋調査士の領分となることが予
想される。というのも、土地家屋調査士の業務
はまさに土地や家屋を測量し、その特徴を見出
すものだからである。
　もっとも、不動産の特徴をどのように抽出し、
データ化すればよいのかは、まだまだ検討すべ
き課題である。すなわち、個々の不動産の特徴
を電子化する際、どのような点に、どのような
方法で、それぞれの特徴を見出し、他の不動産
と明瞭・明確に区別する電子データを作成する
か（そもそも、それが可能であるか）は大きな
課題である。また、ビットコインはネットワー
ク上のあらゆる参加者にデータを送信し、その
正確さを検証させたが、不動産登記の場合も同
じような形で正確性の検証を行うのか（そうで
はなく、参加者を限定したネットワーク上でデー

タをやりとりしていくのか、そうだとすれば、
参加者の数が少ない中でデータの正確性を保っ
て改ざんを防止できるのかなど）という点もシ
ステムの実現に当たっては課題となるだろう。

おわりに
　以上のように、近時、暗号的・仮想的通貨が
用いる記録技術が他の場面にも応用される例が
登場しており、その応用例が有体物の記録にも
及ぶとすれば、不動産を記録する可能性も大い
にあることを示した。このように本来無体物の
電子的記録に用いられた技術は、有体物まで拡
大する余地を示し、その意味では筆者の主たる
研究領域も無体物に関する法制度の領域から広
がる可能性がある。同時に、上記の無体物を前
提としていた技術は、この会報の主たる読者で
ある土地家屋調査士の方々にも、いずれ影響が
及ぶ可能性がある。
　もっとも、上記の記録技術（ブロックチェーン）
は、いまだ発展段階にあり、その技術的多様性
もあって、まだまだ多くの課題が存在している
こともまた本稿では示した。与えられた紙幅を
超過しているので、これらの点はなお一層検討
すべき課題とし、別の機会に委ねるとして、こ
こでは 2019 年 5 月までの学術顧問の任期を全う
すべく全力を尽くすことをお約束して、筆を置
くことにする。

（本稿は公益財団法人電気通信普及財団の助成に
よる研究成果の一部である。）

FUKUOKA

6   アメリカの Blokai 社がこれを実現している（詳細は赤羽善治＝愛敬真生編『ブロックチェーン 仕組みと理論』リックテレコム・
2016 年 53 ～ 54 頁［磯智大］）。
7   前掲注 6・赤羽＝愛敬編『ブロックチェーン 仕組みと理論』55 ～ 56 頁［磯］及び翁百合＝柳川範之＝岩下直行編『ブロッ
クチェーンの未来 金融・産業・社会はどう変わるのか』（日本経済新聞出版社・2017 年）172 ～ 180 頁［カロジェロ・シベッ
タ］が、イギリスの Everledger 社のシステムを紹介する。
8   このことはすでに海外では検討が始まっていることを示すものとして、岸上順一＝藤村滋＝渡邊大喜＝大橋盛徳＝中平篤『ブ
ロックチェーン技術入門』（2017 年・森北出版）106 ～ 107 頁を参照。
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　飯塚支部は 10 月 1 日「法の日」より 10 月 31
日を未登記建物解消月間と銘打って、市民の皆
様に対し土地家屋調査士制度の PR のための無料
相談等を行なっておりますが、この飯塚支部の
PR 事業は、アイデアに溢れたものであり、また
効果も大変大きかったと思われるため、会員の
皆様にも飯塚支部の活動内容を知って頂きたく、
寄稿させていただきます。
　飯塚市では庁舎建替に伴い、本年 5 月に新庁
舎を開庁しております。不動産登記法は土地や
建物の所有者に登記を義務付けているが、固定
資産税が課せられない国や地方自治体は、付則
で「当分の間は適用しない」とされているため、
通常、庁舎等は登記されておりませんが、飯塚
支部では飯塚市と協議の上、支部の会員により
新庁舎の登記を行ない、市役所の庁舎も登記を

行なっている旨を前面に打ち出して、パンフお
よび横断幕にて市民の皆様に未登記建物の登記
を促すものでした。飯塚市をはじめ全国の自治
体は現在、空家対策に取組んでいる最中である
ため、未登記建物の解消することは、市民の財
産を守るためだけではなく、空家対策にも大き
く寄与するものと、市関係部局および市長にも
大変喜んでいただきました。（本職は飯塚支部で
あるため事業終了後に、各課長ともお話をさせ
ていただきましたが、今までに無いほどの好対
応であり、その後の公共嘱託関係についてもか
なり好影響があった結果となっております）ま
た 9 月 28 日の表敬訪問では市長に野中会長およ
び吉岡支部長が市庁舎の登記完了証を手渡され、
その様子を新聞社が取材に来られるなど、本事
業は大成功でありました。
　飯塚支部が行なった本事業は県会の支部に対
する地域貢献活動助成金制度を活用したもので
あり、他支部の皆様もぜひとも本制度をご活用
していただき、各支部が活発な活動を行なって
頂ければ、土地家屋調査士制度も益々発展して
いくものと考えます。

FUKUOKA

ブロックチェーンと不動産登記

未登記建物解消月間

空家等対策と土地家屋調査士　第二弾

学術顧問・西南学院大学 法学部法律学科　准教授
　　　　　  原　　　謙　一

　法第 14 条地図作成作業について
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制度対策委員長　友　野　博　昭

制度対策副委員長　守　田　靖　昭

福岡中央支部　白　水　卓　治
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も多々あるようです。
　そこで法務局と土地家屋調査士会と司法書士
会で作成したパンフレットがある役所では同時
に手渡してもらえているようです。
　法務省でも不動産の相続登記を円滑に進める
うえで平成29年5月29日から「法定相続情報証明
制度」がはじまりました。
　申請義務のない相続登記であることから未了
のまま放置され社会問題の火種になることを少
しでも軽減しようというところでしょう。
　また、有識者団体の一つである土地家屋調査
士会へも、数カ所の市や町から協議会への参加
要請がきており、各支部から担当者を支部長推薦
で選任していただき会合に参加されております。
　さらには、専門家派遣サービスの一環で土地
家屋調査士が有料で相談やセミナー講師をする
場面も出てきております。
　このように土地家屋調査士が様々な場面にお
いて活躍しており、測量や登記手続きに留まら
ず、地域住民の安心安全な生活に寄与できるこ
とを誇りに思います。

　近年適切な管理が行われていない空家により、
地域の防犯・防災・衛生・景観等の悪化で社会
問題になっております。
　このことにより「空家等対策の推進に関する特
別措置法」が平成27年2月26日に施行されました。
　福岡県では県内全市町村および有識者団体等
で、福岡県空家対策連絡協議会を立ち上げ三年
が過ぎようとしております。
　年度ごとにテーマを決め少人数制で成果品の
作成を行ってまいりました。
　パンフレットの作成・実態調査の手引き・特
定空家の判断基準など、地方自治体で出来るこ
と、担当者が変わっても読めば分かるように文
書にしていっております。
　各地方自治体では空家バンクも備え付け実態
の把握や市民への周知など具体的な取り組みも
行われています。
　本年度は県下でも既に空家除却の行政代執行
が行われており、今後ますます増える見込みの
ようです。
　空家が問題になる要因の一つに相続の問題が
あります。
　家の所有者が亡くなった場合、同居家族がい
ないとなると、相続人間でだれが管理するのか、
近郊に相続人は住んでいない、家の登記名義人
が先々代の名義のままで相続人がネズミ算式に
増えており話し合いにならない、などなど適切
に管理することが困難な事情もあります。
　手続きについて言えば、ご遺族が死亡届等の
手続きで市役所に行けば同時に役所内で必要な
手続きと窓口を一覧表などで教えてくれます。
　しかし、不動産登記は法務局なので市役所の
手続きだけで一杯いっぱいになり、落ち着いた
頃には相続登記のことは忘れ去られていること

FUKUOKA
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　私が不動産登記法第 14 条地図作成作業に初め
て携わったのは、もう 20 年以上前の補助者時代
の福重・拾六町地区で、大掛かりなものでした。
オール調査士（県会の協力もあり、公嘱社員以
外の協力もありました）で二世の私は業務を他
の調査士とするのは限られていた関係でめった
にない機会でしたし、勉強ができることでかな
りワクワクしたことを覚えています。
　普段は話題にも出てこなかった GPS 観測も初
体験。他の事務所との共同作業で、新たな発見
に少し興奮気味な自分に興奮したことを思い出
します。
　その後、百道地区、西新地区、田島・友丘地
区と少しずつ 14 条地図作成作業の経験を積み、
地行・唐人町地区の 14 条は初めて調査士として
従事させていただきました。
　今では趣味の欄に「14 条地図作成作業」と書
くことを家族に相談している有様です。
　現在は私自身 9 度目の 14 条地図作成作業であ
る今泉・薬院地区を総括班班長として担当させ
ていただいております。
　14 条地図作成作業は私たち調査士の一丁目一
番地である地図を作成する作業です。
　地図は不動産登記の根幹であり、不動産登記
法第 14 条で「登記所には、地図及び建物所在図
を備え付けるものとする。」とあります。しかし
ながら現実は全体で 6 割程度、人口集中（DID）
地区に至っては 2 割程度しか地図が備わってい
ません。市町村による地籍調査も予算等の関係
上都市部についてはあまり進んでいません。
　9 割の調査をして地図を作成するのではなく、
10 割の調査をして初めて地図を作製する。調査
士も地権者も法務局もすべての関係者が理解し
て、且つ納得して初めて地図に筆界が表示される。

　勿論大勢の調査士の方々が、個人業務を熟し
ながら、時間を作り、協力して一丸となって作
成されます。
　中には「地図ができるとその地区の仕事が減
るのではないか ?」という意見も聞きますが、地
元の地図は地元に根を下ろした調査士が責任を
持って、名前を残して作成すべきではないでしょ
うか ?
　私が調査士として今あるのは私の師匠のおか
げであることはもちろんのこと、この 14 条地図
作成作業での経験、一緒に作業を従事した調査
士、補助者の皆様のおかげです。そう、全てが
私の先生です。
　地図はただ作ればいいというわけではなく、
この地図について責任を持ち続けていかなくて
はいけません。平成 20 年以降の 14 条地図作成
作業では地図に加え、筆毎の地積測量図も併せ
て備え付けるようになりました。10 年 20 年・・・
100 年と地図が残り、不動産を守り続けるものを
会社ではなく、筆界のスペシャリストである地
元の土地家屋調査士が作成することに大きな意
味があるのです。
　今まで携わる機会がなかった方、いろいろな
調査士のみんなと共同で業務をしてみたい方、
何より地図作りに興味がある方。地図作成は個
人業務ではなかなかすることができない業務で
す。ぜひ、参加をして地図作成の魅力を満喫し
てみませんか ? 大変で汗もたくさんかきますが、
きっと後味の良い、心地良い汗のはずです。

ブロックチェーンと不動産登記

未登記建物解消月間

空家等対策と土地家屋調査士　第二弾

学術顧問・西南学院大学 法学部法律学科　准教授
　　　　　  原　　　謙　一

　法第 14 条地図作成作業について
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制度対策委員長　友　野　博　昭

制度対策副委員長　守　田　靖　昭

福岡中央支部　白　水　卓　治
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　小言幸兵衛というのは古典落語に出てくる細
かいことにうるさい登場人物で、今回はこの幸
兵衛さんの立場で台湾をご紹介したいと思いま
す。
　私の母親は旅行好きで、国内はもとより海外
においてもヨーロッパ 1 周、韓国、ハワイ、香港、
台湾等々を廻っている。
　母との雑談の中で海外旅行に話が及ぶと、決
まって台湾は良かった。何を食べても美味しかっ
たと話題に上る。
　私も結構旅行はしたが、残念ながら台湾には
まだ行ったことはない。
　得意満面な母の話が、ちとしゃくに障るのと、
そんなに食べ物が美味しいならば、行ってみよ
うかと思い立ったのが、台湾旅行の発端である。
調べてみると阪急交通社に台湾グルメの旅 4 日
間というのがあるではないか。
　しかもテレサ・テンのお墓参りや野柳風景地
区にある女王の首と言われる奇岩も見学コース
に入っている。少し不満なのはビジネスコース
がなくて、全てエコノミーコースだけしかない
ことだが、飛行機に乗る時間もイタリア旅行の
ように長い時間ではなく、ほんの数時間のこと

だから我慢するとして、台湾 1 人旅を申し込む
ことにした。
　最初に台湾についての概略を説明しておきま
しょう。
　面積は 35,980k㎡で人口は約 2,320 万人だそう
ですから、九州の 36,750k㎡で 1,297 万人と比較
すると、いかに人口密度が高いか、お分り頂け
ると思います。
　しかも台北に集中していますから現地添乗員
の話では、中古マンションでも 5 千万円はする
から、とても購入出来ないといっていました。
　初日に 12 時 20 分に福岡空港を出発して、台
北には 13 時 40 分に到着した。
　到着後すぐに、台北市内観光で、蒋介石ゆか
りの中正記念堂の見学や民芸品店のショッピン
グ、その後お待ちかねの夕食となる。
　この様にして、台湾グルメの旅は始まったわ
けですが、項目別に要約してお話していきましょう。
【交通事情について】
　台湾ヤマハがあるせいか、市内ではバイクを
見かけることはなく、ほとんどがスクーターば
かりが走っている。高速を走ったり山道を攻め
るならバイクでしょうが、荷物運びや移動手段
とするなら、やはりスクーターでしょう。

小言幸兵衛の見た台湾旅行記

山地の測量の体験記

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

行橋支部　中　村　洋　二

西福岡支部　山　本　繁　樹

FUKUOKA

☆ 1 歩に数秒かかる交代式

☆マバタキ 1 つしない兵隊さん
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　私もスクーターは 2 台所有していますが、バ
イクはチェーンの清掃や交換で面倒ですが、そ
の点スクーターならベルト駆動なので手間いら
ずですし、雨降りでも膝が濡れず、便利なもの
です。
　ここで、現地添乗員が我々に対して、台湾で
は何故軽自動車が走っていないのでしょうかと
質問した。私はすかさず、軽自動車優遇税制が
ないからでしょうと答えたら、いいえ、違いま
すョ。台湾人は見栄っ張りだからです。と回答
してくれた。
　気になって、帰国してから調べてみると、や
はり台湾では、601cc 〜 1200cc までが同じ金額
の自動税で日本円で約 5 万 9 千円のようです。
　皆さんが台湾旅行中に、同じ質問をされたら、
すかさず、「台湾人は見栄っ張りだからです。」
と答えてあげましょう。現地添乗員はきっと泣
いて喜ぶと思います。
【食事事情について】
　旅行中はすべて食事付きで、与えられたもの
をすべて完食したが、不味くて食えないとか、
辛すぎて残したといったことをまったくなかっ
た。肉飯や牛肉麺などは、甘辛い味付けで日本
人好みだと思う。
　香港の場合は、中華料理が細分化しており、
蒸し料理は広東料理店で、麻婆豆腐は四川料理
店で、北京ダックは北京料理店でと、すこぶる
不便であった。
　ここ台湾では、日本の中華料理店と同じよう
に、食べたいものをあれこれと注文できるよう
である。
　2 日目の昼食に世界の人気レストラン 10 店

に選ばれた鼎泰豐（ディンタイフォン）で、小
籠包が看板メニューの点心料理を食べることに
なった。
　市内中心部にある細長い 5 階建てのノッポビ
ルで、いつも行列になる人気店らしい。そんな
に繁盛しているなら近くに 2 号館でも立てれば
良さそうなものだが、2 店舗になったからといっ
て、売上が 2 倍になるとは限らない。むしろ行
列のできる店で通した方が、採算有りと考えた
に違いない。このノッポビルにはエレベーター
がなく 5 階まで階段を登って行くことになる。
　予約は何故 2 階や 3 階じゃなく 5 階なのかを
考えてみた。
　もしも団体さんを 2 階で予約していたなら常
連さんは予約している 2 階を見ながら 3 階に登っ
て行くことになる。もし 2 階が空いていれば 2
階のテーブルに座ることになる。店員さんはそ
のたびに、ここは予約席ですと断り続けなけれ
ばならなくなる。かくして、一見客の団体さん
は最上階の 5 階まで階段を昇ることになるので
ある。
　現地添乗員は、小籠包はとても熱い汁が溢れ
だすので、やけどに用心するようにと、何度も
注意を促された。用心して食べてみたが、さほ
ど熱くはない。どうやら団体さん用に 30 分前に
は蒸し上がっていた小籠包のようであった。
　私の地元、佐世保には有名な餃子店がある。
ここでは 3 種類の餃子が出てくる。
　1 つ目は焼き立ての熱々餃子、2 つ目は白熱球
で温めたフルぬるい餃子、3 つ目は冷たくなった
ものを電子レンジでチンした熱々アツ餃子である。
1 度このレンジ餃子に当たったことがある。何

☆お食事は前菜から始まり始まり

FUKUOKA

☆有名な梅子という中華料理屋さん



− 15 −

　それよりも驚くのは、「雕象牙透花雲龍紋套
球（ちょうぞうげとうかうんりゅうもんとうきゅ
う）」という象牙多層球の置き物である。
　象牙の塊を球に削り出したもので、21 層になっ
ており、それぞれが回転することができる。球
には継ぎ目がない。その作り方だが、まず象牙
を球形に整えた上で、中心に向かって八方から
円錐形の穴を掘る。そこに特殊な小刀を差し込み、
中心部の一番小さい球体を彫り出す。次いで第
二層、第三層と、円錐形の穴を手がかりに、内
側から外へ向かって薄いボールの皮を削り出す
ように、一層ずつ回転する球体を彫り出していく。
　このようにして製作したらしいが、今では誰
も作れる職人はいないらしい。
　このようなものを作ろうと思ったことに驚い
てしまった。中国人恐るべし。
　故宮博物館見学は、出来るだけ午前中の早い
時間に行ったほうが良いでしょう。見学中の後
半は、中国人の団体客が大勢詰め掛けて、大声
でぺちゃくちゃ話すものだからうるさいことこ
のうえない。
【野柳風景地区について】
　岩層の割れ目が海水の浸蝕を受けて、長い時
間をかけて流れ出していき、砂岩の中の硬い部
分だけが次第に露出したもので、さらに日射、雨、
波浪、強い季節風にさらされ、現在のように様々
な形のキノコ岩が出来たそうだ。
　以前テレビで紹介されたのは、女王の首とい
われている奇岩で、あと数年後には首が折れて
しまうだろうと報道されていた。なすがまま、
対策は何もしないそうだから見たい方は早い内
に訪れて下さい。ここでも中国人が奇岩に登っ
て、写真を撮ったりして注意を受けていた。
国民性でしょうか、甚だマナーが悪い。ここで
1 番驚いたのは、帰り際の公衆便所だった。中
に入ると清掃作業員の男性が、左手にホースを
持ち、右手でタワシを持って便器を洗っていた。
よく見ると素手ではないか。衛生上ゴム手袋を
するべきだと思うが、効率を考えると無い方が
良いのだろう。よく会社の社長が社員に、素手
で便所掃除をさせて、これが出来ればなんでも
出来ると豪語している方々もいるが、私なんか
こんな会社には務めたくないわい。長年やって

しろ熱エネルギーがシコタマ入った餃子である。
この世のものとは思えない熱さであった。
　このレンジ餃子に懲りて、それからは注文の
際、厚かましくも「焼き立ての餃子」と指定す
ることにしている。
　すべてが食事付き旅行であったため、夜店の
屋台などで食べることはなかったが、きっと旨
いものがあると思っている。
【九ふんについて】
　宮﨑駿監督が「千と千尋の神隠し」の主人公
が働く湯屋の建物を描く際に、参考にした建物
があるというので、一躍観光スポットとなって
いる。ただ、イメージとして参考にしたと言う
だけで、特定した建物があるわけではない。そ
れにしても沢山ある赤い提灯は印象的であった。
町並みは、丁度、群馬の伊香保温泉の様に階段
の両脇に料理店やら商店が立ち並んでいる様な
雰囲気であった。高台からの海の眺めは美しく、
夕食も美味しく食べることが出来た。

【故宮博物館について】
　注目すべきは、肉形石 と 翠玉白菜であろうか。
肉形石は幅 6.6cm、高さ 5.7cm の角煮の豚肉に
見えるというだけの話である。
　翠玉白菜の大きさは高さ 18.7cm ×幅 9.1cm ×
厚さ 5.07cm で、葉の上にはバッタとキリギリス
が彫刻されており、これは多産の象徴だと考え
られている。バッタの方はよく注意して見ない
と小さくて見逃す可能性がある。
　現地添乗員の解説によれば、白菜は純潔の象
徴と言っていたが、帰国後、調べても白菜が純潔
を表わしている資料は見当たらなかった。どうや
ら白菜の白い所が、純潔を表わしているらしい。

☆千と千尋のモデル店

FUKUOKA
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いると汚いという感覚も無くなるのだろうか。
　お釈迦様は般若心経の中で、おっしゃいました。
不生不滅・不垢不浄（ ふしょうふめつふくふじょう）
　もともと、生じたということもなく、滅した
ということもなく、よごれたものでもなく、浄
らかなものでもない
　未だ悟りを開いていない私には、無理なこと
で御座います。
【テレサ・テンのお墓参り】
　通常はないテレサ・テンのお墓参りが、今回
のコースにはあった。野柳風景地区から遠くな
い険しい山を観光バスは登って行った。対向車
に出会ったら、こりゃ離合出来ないと思うほど
狭い山道だった。登り切った所にひときわ大き
なお墓が有り、これが彼女のお墓だった。お墓

に近づくとセンサーが付けてあるらしく、彼女
の歌がスピーカーから流れでる。満 42 歳で没し
た彼女は、今生きていれば、まだ 64 歳の若さで
ある。静養のためにタイのチェンマイなどに行
かずに、東京にでもいれば、喘息などで死ぬこ
ともなかったであろうと思われる。これも運命
というものであろうか。合掌

【最後の総括】
　2 時間弱で行ける近場で、街の治安もすこぶ
る良いので、数年おきに行ってみるのも良い
と思う。行くたびに新しい発見がありそうであ
る。旅の楽しみの 1 つに旨いものを食べること
も入っていると思う。その点、台湾旅行ならきっ
と皆さんの期待を裏切ることはないと思うので
あります。
　長々と拙い文章を読んで頂き、誠に有難う御
座います。
　すでに台湾旅行を体験された方々で、これと
は全く違うと思われる人もいらっしゃるとは思
いますが、そこは小言幸兵衛の独り言と笑い飛
ばして頂ければ、幸いに存じます（完）

☆亡くなってから早 21 年かァ

☆わずか 42 年の短い人生でした

☆あと数年持つのか女王の首

☆チーターと呼ばれています

☆サンダルと言われている奇岩

FUKUOKA



− 17 −

　平成 29 年 9 月末日、行橋支部に福岡県からの
仕事でした。行橋市大字入覚の治山工事ため、
現地が筆界未定地の土地の地番確定の測量でした。
　なにしろ、私は初めての山の測量で現地を見
て驚きました。到る所に枯木、竹の折れたもの、
木に巻きついたかずら、岩、山水路のながれ、
木の枯れ枝、枯れた落葉、蜘蛛のアミ等で　歩
くのも大変だ。
　これが山の測量かと思いました。
　傾斜土地にトランシットを据えるのは大変で、
時間をとられる。
　木の間、竹のあいだに視点が行けば、よいの
だが・・・
　なぜこんな状態に放置してあるのだろうか ?
　所有者は、先祖から載いた財産の土地に何故
手入れをしないのかなあ。
　ポールを持て、右、左、上、下　と指示され、
足場は水でぬれてすべり、坂でもあり最悪の状
態の姿勢でポールを握り測点をさがす。
　山の所有者は何故こんな状態の財産維持方法
でしかたないのかなあ ?
　先日、福岡県職員、行橋市職員との現場境界
立会いがありました。
　行橋市の職員が 3 名の中に女性が技術員とし
て来てくれました。

　近頃、山ガールが居るとは知っていましたが、
現場に若い技術員の女性が来たのには驚きました。
　女性は内業のみの仕事だけと思っていました
ので・・・。
　先週、山の管理を国の管理から地方の公共団
体に委任するとのテレビ放送がありましたので、
こんな現場の状態は解決されるのではないのか
と期待しています。

小言幸兵衛の見た台湾旅行記

山地の測量の体験記

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

行橋支部　中　村　洋　二

西福岡支部　山　本　繁　樹

FUKUOKA
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　平成29年2月19日（日曜日）9時スタート、
晴天に恵まれたなか、北九州市主催の北九州マ
ラソン2017の給水ボランティアに参加致しました。
　このマラソンは今回で4回目になるフルマラ
ソンで1万人を超えるランナーが参加する一大
イベントです。
　コースは、北九州市役所をスタートし到津、
東田、枝光、戸畑、浅野、門司を経由し北九州
国際会議場がゴールとなります。
　北九州支部の会員10名で小倉北区浅野付近

（20km地点くらい）の給水ポイントで給水を行い
ました。初めての活動であったので最初はラン
ナーへの紙コップの渡し方、スポーツドリンク
の量等どれくらいが受け取るランナーにベスト
なのか試行錯誤しましたが、コツをつかめてか
らはランナーを激励しながら手渡し、一体感を
感じることができました。
　会員のランナーも含め完走して充実している
ランナーを見て、自分もチャレンジしてみたく
なりました☆

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

社会貢献活動　北九州支部
「北九州マラソン給水ボランティア」参加報告

広報部長　池　田　直　之

FUKUOKA
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新入会員の紹介

入会年月日平成29年3月21日 入会年月日平成29年4月3日

部支州九北部支属所部支岡福南部支属所

明晴　邊渡平耕　木舟

号0032第 岡福 号番録登号9922第　岡福 号番録登

きあるは　 べなたわいへうこ　　きなふ

入会年月日平成29年1月10日 入会年月日平成29年3月1日

部支北九州部支属所部支州九北部支属所

登録番号 福岡 第2298号

所属支部 南福岡支部

平成29年1月10日

いけだ 　つよしこざい 　ともかず

剛　田池和朋　財古

登録番号 福岡　第2297号

所属支部 飯塚支部

入会年月日平成29年1月10日入会年月日

福岡　第2295号

かわさき　けんすけ

川崎　健祐

登録番号 福岡 第2296号

鮫島　清
さめしま きよし

登録番号 

抱負・自己アピールなど
　開業して約１年、本職の責任の重さを痛感
する日々を過ごしております。責任の重みを
受け止め日々研鑽していきたいと思います。

抱負・自己アピールなど
　平成29年に土地家屋調査士会に入会しました川崎健
祐と申します。業務としましては建物調査、不動産鑑
定、測量を中心に行っております。入会したばかりで
まだまだ分からないことがたくさんありますが皆様の
ご指導をお願いできればと思います。今後ともよろし
くお願いします。

抱負・自己アピールなど
　岩田葉子先生に憧れて調査士を志しました！
趣味はギターと書くようにしてますが、ここ
10年くらい弾いてません。昨年、一児の父に
なりました。よろしくお願いします。

抱負・自己アピールなど
　不動産の表示に関する測量・登記の専門家
として、日々研究・努力をし、国民の安心・
安全な不動産管理と取引に協力できるよう精
進して参ります。

抱負・自己アピールなど
　趣味として、八幡東ねぶた振興会に10年以上
かかわっており、ねぶたの制作、ねぶたの運行
などを行っています。主な行事は、北九州わっ
しょい百万夏まつり、まつり起業祭八幡での運
行です。興味のある方は、ご一報を！

抱負・自己アピールなど
　初心を忘れず、頂いたお仕事をひとつひと
つ丁寧にこなしていきたいと思います。

FUKUOKA
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臣博　島中真　閑空内

部支岡福南部支属所部支岡福西部支属所

号6032第 岡福 号番録登号5032第　岡福 号番録登

入会年月日平成29年7月3日 入会年月日平成29年7月20日

部支州九北部支属所部支岡福東部支属所

みおろひ　 ましかなんし　　がくちう

りのさま のかおろひさま　 だのみ

徳正　野岡丈剛　田簑

号2032第 岡福 号番録登号1032第　岡福 号番録登

平成29年5月1日

平成29年4月20日

部支岡福南部支属所部支州九北部支属所

入会年月日平成29年6月12日

入会年月日平成29年4月3日 入会年月日

ぶのし　 だしよきゆかた　 まやゃち

信志　田吉之隆　山茶

号4032第 岡福 号番録登号3032第　岡福 号番録登

入会年月日

抱負・自己アピールなど
　平成29年4月に登録いたしました。
まだまだ若輩者ではございますが土地家屋調
査士として不動産登記を通じて国民の信頼に
応えられるよう精進していきたいと存じます。

抱負・自己アピールなど
　山口県周防大島町役場を昨年4月に退職後、
子供たちの住む県内に移住し開業しました。
今までの経験も活かしながらやって行きます
ので宜しくお願いします。

抱負・自己アピールなど
　日々の業務の一つ一つの経験から学び、
考え、自己研鑽に努めて参ります。
 「やる気、元気、登記！」で頑張ります。

抱負・自己アピールなど
　初めまして、内空閑です。学生時代はストリートダ
ンスをしておりました。不動産業界に就職し実務経験
が無くこの業界に飛び込みました。毎日勉強の日々で
す。諸先輩方に色々と教えてもらいながら日々成長し
ていきたいと考えております。よろしくお願いします。

抱負・自己アピールなど
　法律専門職の一翼を担う身として大変責任
を感じていますが、やりがいのある仕事に意欲
を燃やしています。

抱負・自己アピールなど
　土地家屋調査士としての経験が浅いのです
が、自分なりに一生懸命頑張って参りますの
で、宜しくお願い致します。

新入会員の紹介

FUKUOKA
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うろたんけ 　ばおおうゆ 　だらは

郎太健　場大悠　田原

号8032第 岡福 号番録登号7032第　岡福 号番録登

入会年月日平成29年9月1日 入会年月日平成29年9月1日

部支岡福南部支属所部支岡福西部支属所

井上　隆治

号0132第 岡福 号番録登号9032第　岡福 号番録登

るはかた　えうのいきゆきあ　 らむそい

磯村　明幸

所属支部 福岡中央支部

さとう まこと

佐藤　誠

登録番号 福岡　第2311号

入会年月日平成29年10月2日

入会年月日平成29年9月11日 入会年月日平成29年10月2日

部支州九北部支属所

西依　忠之

号2132第 岡福 号番録登

きゆだたりよしに

入会年月日平成29年11月1日

部支属所

部支央中岡福部支属所

福岡中央支部

抱負・自己アピールなど
　補助者時代の経験を生かして、時代の変化に
対応していける調査士を目指します。宜しく
お願い致します。

抱負・自己アピールなど
　山口県出身です。諸先生方のご指導のもと
公正かつ誠実に業務に励んで参ります。よろ
しくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど
　北九州支部に入会しました井上です。
　少しばかり年齢がいってからの登録となり
ましたが、心機一転頑張る所存でいますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど
　みなさまこんにちは、本年３月に独立行政法人水資源機構
（旧水資源公団）を定年退職し、この11月から調査士会に登
録させていただいた西依忠之です。先達に学び、今までの
経験を活かし、少しでも調査士会、そして世の中のお役に
立てれば、との思いです。どうぞよろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど
　業界経験があまりないため、研修や行事に
積極的に参加して自己研鑽しつつ、調査士の
皆さんと交流を深めていけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど
　この度、福岡県土地家屋調査士会に入会しました、原田
悠と申します。経験が短くこれからの業務に緊張しており
ます。ですがそれと同時に土地家屋調査士の一員として皆
様にご挨拶できる事を嬉しく思います。今日の気持ちを忘
れず、日々綱領を胸に仕事に励むつもりでございますので
どうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

新入会員の紹介

FUKUOKA
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FUKUOKA

会員専用サイトへのログイン方法

1. 県会サイトトップページの左図の赤丸部分の①～

③のいずれかをクリックします。

（ユーザー名とパスワードは、平成29年
4月13日に福調発第27号にてお知らせ
しています。）

2. 図２のログイン認証画面が表示されますのでユー

ザ名とパスワードを入力しログインボタンをクリッ

クします。

3. 認証成功後に図3の会員サイトTOPページが表

示されます。

図3　会員サイトTOPぺ－ジ
　　　　　・キーワードから探す
　　　　　・カテゴリから探す
　　　　　・会員向け更新情報
　　　　　・県会からの発信文書
　　　　　・スケジュール
　　　　　・各種ダウンロード
　　　　　・研修動画
　　　　　・資料センター
　　　　　・境界問題解決センターふくおか

①

②

③

図２ ログイン認証画面

図3 会員サイトTOPページ

図1 県会サイトTOPページ

＜福岡県土地家屋調査士会ホームページ＞
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FUKUOKA
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有効期限は発行日から

５年間です！

県会ホームページ＞会員サイト＞各種ダウンロード＞届出・申請等＞補助者関係
（※調査士法人については調査士法人関係＞調査士法人関係一覧＞法人の補助者関係）



平成28年	
12月	 2日	 平成28年度九州防衛施設地方審議会
	 7日	 第8回総務部会・第5回財務部会合同会議
	 11日	 第5回理事会
	 15日	 第9回常任理事会
	 19日	 平成28年度土地家屋調査士試験合格証書伝達式
	 	 平成28年度土地家屋調査士試験合格者入会説明会
	 20日	 空き家専門支援事業に関する説明会
	
平成29年	
1月	 5日	 福岡法務局長への年始挨拶
	 11日	 第9回総務部会
	 16日	 第10回常任理事会
	 	 平成28年度「新人実務体験研修」第1回講師選任委員会
	 18日	 第2回全国会長会議
	 	 平成29年日調連新年賀詞交歓会
	 19日	 第3回全国会長会議
	 27日	 平成28年度法務局主催筆界調査委員研修会
	 28日	 九州ブロック協議会第5回会長会議
	 	 九州ブロック協議会新人研修会開講式
	 29日	 九州ブロック協議会第5回会長会議
	 30日	 九州ブロック協議会第5回会長会議
	 	 九州ブロック協議会新人研修会閉講式
	
2月	 7日	 第4回注意勧告理事会
	 	 第10回総務部会・第6回財務部会合同会議
	 15日	 第11回常任理事会
	 	 平成28年度顧問等会議
	 17日	 第3回支部長会議
	 27日	 第6回理事会
	
3月	 6日	 第11回総務部会
	 	 平成28年度四団体意見交換会
	 7日	 第1回選挙管理委員会
	 11日	 前田千秋氏（熊本会）黄綬褒章受章記念祝賀会
	 14日	 法務局調査室長との協議
	 	 第12回常任理事会

	 23日	 第3回制度対策委員会
	 27日	 福岡法務局長退任挨拶
	
4月	 5日	 第1回総務部会・第1回財務部会合同会議
	 	 福岡法務局長新任挨拶
	 7日	 九州ブロック協議会第1回会長会議
	 8日	 九州ブロック協議会第1回会長会議
	 12日	 平成29年度予算調整会議
	 	 第1回常任理事会
	 14日	 平成28年度期末監査
	 19日	 第1回理事会
	 21日	 平成29年度日本測量協会九州支部幹事会
	 28日	 第64回久留米支部総会
	
5月	 10日	 事務局職員の採用試験
	 19日	 北九州支部第69回定時総会
	 25日	 福岡県行政書士会平成29年度定時総会
	 30日	 第1回正副会長会議
	 	 第2回理事会
	
6月	 2日	 福岡県社会保険労務士会　平成29年度通常総会
	 3日	 九州ブロック協議会平成29年度定時総会
	 4日	 九州ブロック協議会平成29年度定時総会
	 6日	 第1回研修部会
	 	 第1回広報部会
	 	 第1回業務部会
	 7日	 第2回総務部会・第2回財務部会合同会議
	 8日	 第1回社会事業部会
	 13日	 第1回ADR小運営委員会
	 	 第1回制度対策委員会
	 	 第1回ADR運営委員会
	 15日	 第3回常任理事会
	 16日	 ADR委員協議会
	 19日	 日調連　第74回定時総会議事運営等打合せ
	 20日	 日調連　第74回定時総会議事運営等打合せ
	 	 日調連　第74回定時総会
	 21日	 日調連　第74回定時総会
	 29日	 第1回　綱紀委員会
	 	 第1回　注意勧告理事会
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会長会務日誌



7月	 5日	 第2回業務部会
	 10日	 第3回総務部会
	 14日	 第2回正副会長会議
	 15日	 南部地区支部長会定期総会
	 25日	 第1回支部長会議
	 27日	 第1回全体研修会
	 28日	 岡田潤一郎君	日本土地家屋調査士会連合会
	 	 会長就任記念激励会
	
8月	 1日	 第1回公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地
	 	 家屋調査士協会との意見交換会
	 4日	 九州ブロック協議会第3回会長会議
	 5日	 九州ブロック協議会第3回会長会議
	 8日	 第4回総務部会・第3回財務部会
	 18日	 新入会員の入会届受理時の面接
	 18日	 第4回常任理事会
	 24日	 平成29年度福岡法務局と福岡県土地家屋
	 	 調査士会との事務連絡協議会
	 25日	 第3回理事会
	
9月	 1日	 第2回注意勧告理事会
	 	 新入会員入会届受理時の面接
	 4日	 第5回総務部会
	 	 専団連第27回定期大会
	 8日	 公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋	
	 	 調査士協会第33回定時社員総会
	 15日	 新入会員入会届受理時の面接
	 	 第3回正副会長会議
	 22日	 第2回全体研修会
	 26日	 第1回紛議の調停委員会
	 27日	 平成29年度九州防衛施設地方審議会
	 28日	 飯塚市長への表敬訪問
	
10月	10日	 第6回総務部会・第4回財務部会合同会議
	 13日	 第5回常任理事会
	 16日	 平成29年度中間監査
	 21日	 第4回九州ブロック協議会会長会議
	 22日	 第4回九州ブロック協議会会長会議
	 	 九州ブロック協議会鹿児島ゴルフ大会前夜祭

	 24日	 第1回全国会長会議
	 25日	 第1回全国会長会議
	 31日	 国際地籍シンポジウムの打合せ
	 	 第1回筆界調査委員推薦委員会
	 	 第4回理事会
	
11月	 1日	 国際地籍シンポジウム予備会議
	 7日	 第7回総務部会
	 	 公益社団法人日本測量協会九州支部幹事会
	 8日	 第2回支部長会議
	 11日	 福岡県司法書士会館落成式
	 15日	 第6回常任理事会
	 	 第2回筆界調査委員推薦委員会
	 21日	 福岡法務局民事行政部長との打合せ
	 	 第3回全体研修会
	 24日	 葉月の会（高知会）
	 25日	 葉月の会（高知会）
	 30日	 第2回制度対策委員会
	 	 第2回公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地
	 	 家屋調査士協会との意見交換会
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 平成29年度土地家屋調査士試験合格者
入会説明会

 

　福岡県合格者数　　　　　　  　    １８名（男　　１６名、女　　２名）
　　全国合格者数　　　　　　　　４００名（男　３７４名、女　２６名）
　　　　出願者数　　　　　　５，８３７名
　　　　受験者数　　　　　　４，６００名
　　　　合格率　　　　　　　　８．６９％
　　　　平均年齢　　　　　　４０．２３歳
　　　　最低年齢　　　　　　　　　２０歳
　　　　最高年齢　　　　　　　　　７１歳

　平成29年12月22日、福岡法務局において試験合格者へ合格証書伝達式が行われました。
また、伝達式終了後は、県会会議室にて、入会に関する説明会を開催いたしました。

（法務省HPより転記）

野中会長・萩尾総務部長・試験合格者（県会会議室にて撮影）
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ラスタの座標表から簡単座標取得＆区画作成!
データ作成を強力に支援「OCRシリーズ」

複数の公図（ラスタ）を自動結合・ラスタ文字認識!

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5
TEL:092-482-6123 FAX:092-482-9377

URL: http://www.aisantec.co.jp/http://www.aisantec.co.jp

『視る・測る・計る・つながる・集約する』
すべての情報が融合し新たな付加価値を与える時代へ。

進化し続ける Pocketシリーズ!!

公 図
スキャン

公図ラスタ
結合や編集

図 面
O C R

表読取
OCR

ラスタから簡単にCADデータを生成

ラスタ
ベクタ変換

現場最強宣言
ハードとソフトの最強コンビ

面積チェックを搭載 隅切り計算 GPS杭探査を搭載

路線データ持ち出し
杭打ちを標準搭載

横断方向離れ
チェックを標準搭載

TS精度点検
３プログラムを搭載

現場作業が事務所作業を徹底軽減!!
新機能＋新ハードでさらなる公立アップ!! 
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別紙　１

1)  日常の生活におけるさまざまな事故
     によるケガを補償します。
2)　病気による入院を日帰り入院より補
     償します。

保険期間中、国内外を問わず団体総合生活補償保険

測 量 機 器 総 合 保 険

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

集 団 扱 自 動 車 保 険

〒101-0061　　東京都千代田区三崎町1-2-10　土地家屋調査士会館6階
損害保険代理店　 桐 栄 サ ービス有限会社

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

損害保険ご紹介
数数々々のの危危険険かかららああななたたををおお守守りりししたたいい

職 業 賠 償 責 任 保 険

団 体 所 得 補 償 保 険

桐桐栄栄ササーービビススのの願願いいでですす

会員または補助者が業務遂行にあたり
法律上の賠償責任を負い、損害賠償金を
支払わなくてはならないときに役立ちます。

保険期間中に病気・ケガによって就業不能
となった場合、1か月につき補償額を
お支払いする制度です。（最長1年間）

TEL : 03-5282-5166　   　FAX : 03-5282-5167
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〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061 ）部業営（ 

http://www.kajo.co.jp/
ツイッターID：@nihonkajo

【好評図書のご案内】

大阪の事例を収録した第３巻では、長期未済事件を解消するための「筆界特定書のコンパクト化」「処理の
迅速化」に重点を置いた事例を紹介。筆界特定登記官が作成する理由の要旨には、原則として、結論（特定
した筆界）の根拠とした主要な事情だけを記載。また、申請者が筆界特定登記官の判断した筆界の正当性を
示す事実を理解できる程度に簡潔に記載。

大阪法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
2017年９月 B5判 244頁 本体2,600円＋税

筆界特定事例集３

筆界特定登記官の実務に関するプロセス・留意点がわかる。
「申請人及び関係人の主張及び根拠～筆界の検討～結論」に至る実務の流れを紹介。第１巻では、制度運用
開始から５年間に蓄積された厳選24事例を、第２巻では、複雑な事案に対応するための新たな15事例収録。

東京法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
（1） 2010年11月刊 B5判 284頁 本体2,800円＋税
（2） 2014年2月刊 B5判 340頁 本体3,400円＋税

筆界特定事例集１・２

内野篤 著
2017年６月刊 B5判 296頁 本体2,900円＋税

建物表示登記の実務
資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定

土地家屋調査士の業務の柱である資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定などを解説。
建物の構造、床面積の算定などについて、具体的に解説。また、新築、分割、合体などの目的ごとに26事
例（登記申請書、建物図面・各階平面図、調査報告情報）を収録、解説。

本人・相続人・成年後見人・借地借家関係・事務管理者・近隣関係・自治体等からの相談を元にした解説書。
将来の空き家予防から管理・処分・利活用、関連する様々な法的問題等、空家特措法上の「特定空家」だけ
でなく、空き家に関する総合的な視点からのQ＆A全81問。

Q＆A
空き家に関する法律相談
空き家の予防から、管理・処分、利活用まで
日本司法書士会連合会 編著
2017年7月刊 A5判 348頁 本体3,200円＋税

上智大学法学部教授 北村喜宣氏 推薦
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〒812-0051　福岡市東区箱崎ふ頭3-1-22       TEL 092-641-2561　FAX 092-641-2487
〒805-0061　北九州市八幡東区西本町2-4-5    TEL 093-671-0436　FAX 093-671-2896
〒839-0808　久留米市東合川新町7-44       TEL 0942-45-8560　FAX 0942-45-8460

本            社
北九州営業所
久留米営業所

受付時間9:00～17:35
（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

〒812-0042   福岡市博多区豊1-10-50 TEL 092-432-7295　FAX 092-432-7317
福 岡 営 業 所

HiPerSR
2周波GNSS受信機

測量にも土木にも対応　

• 1人で手軽に簡単測量
• 過酷な現場にも強い堅牢なボディ
• LongLinkデータコミュニケーション
• 優れた耐環境性能IP67
• 連続使用時間15時間以上を実現　　

* i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。

超音波モーターとダイレクトドライブ機構の
採用により180°/秒の旋回スピードを実現

基本設計から見直した超コンパクトなボディ
マニュアルトータルステーションと同等の
小型化を実現

世界最速

世界最小

モータードライブトータルステーションながら
5.7kgを実現! 現場での持ち運びや設置も
ラクラク

世界最軽量

 *モータードライブ搭載のトータルステーションとして。2016年1月当社調べ

*

*

*

ハイブリッド
サーベイ・システム

精度が必要な観測には自動追尾
トータルステーション、スピーディー
に広域現場などの多数の点の観測
を行うにはGNSS受信機と、使い分
けが可能です。

小型・軽量オールインワン
GNSS受信機3 次元データの取得・杭打ちに最適な

ロボティックトータルステーション新登場！

• 簡単操作で杭打ち・座標取得
• 自動整準で簡単設置
• コントローラーはAndroid 端末
• 追尾機能で１人で杭打ち
• 小型軽量コンパクト設計

１人で誰でも簡単に素早く
杭打ちができる！

Layout Navigator

LN-100

Geodetic Total Station

QZSS
対応

i-Construction の
扉を開く。
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☆感謝 今年もよろしくお願い致します！ 

空から・地上から測る…明日へ繋がる 

ＧＮＳＳ・追尾型ＴＳ・ハイブリッドサーベイシステム・ドローン3D・スキャナ  

信頼のブランドをご提案します 

 SOKKIA＆Leica Geosistems  
福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ  登記土地家屋調査士システム 

   現場ＴＲＥＮＤ-ＦＩＥＬＤ  ←データ共有→  事務所ＴＲＥＮＤ-ONE 
グラフィック・ＨＰ 各種出力複合機 ｽｷｬﾅ読み取りと出力を 1 台で 

 ご用命は 株 式 会 社  実 測 

福岡市博多区三筑 2 丁目 8 番 8 号 

☎ 092-588-7888 fax 092-588-7887 

飯塚営業所 ☎ 09248-22-4992
 

 

 

 

謹んで新春の 

お慶びを申し上げます。 

本年もどうぞよろしく 

お願い申し上げます。 

株式会社 ニコン・トリンブル 九州オフィス 

〒812-0895 福岡市博多区竹下５丁目８番３５号

 ☎092-482-8668 / FAX092-482-8662 
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ビービーシー 検 索

Webでより詳しく！
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土地家屋調査士
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断面図　C － C'

現況幅員　4.82

旧道中心線
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断面図　B － B'

コンクリート杭
L型側溝 金属標

現況幅員　4.82

旧道中心線
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0.18

断面図　A － A' S=1:50

現況幅員　4.82

旧道中心線

3.64

コンクリート杭
L型側溝 金属標S2-S3延長線 金属標 金属標

8.67 8.65

S=1:50 S=1:50

B

B'

C

C'

座標求積表

地番 5-1
点名 X座標 Y座標 Xn+1-Xn-1 Yn(Xn+1-Xn-1) 備考
1  98.031 105.247 -10.781 -1134.6679070
2  87.011 104.993 -13.078 -1373.0984540
3  84.953 104.945  -2.115 -221.9586750
4  84.896 106.992  -0.232  -24.8221440
5  84.721 113.560  12.896 1464.4697600
6  97.792 113.920  13.310 1516.2752000

倍面積
面積  113.0988900
地積  113.09㎡

地番 5-12
点名 X座標 Y座標 Xn+1-Xn-1 Yn(Xn+1-Xn-1) 備考
6  97.792 113.920 -12.833 -1461.9353600
5  84.721 113.560 -13.251 -1504.7835600
9  84.541 120.337  -0.231  -27.7978470
10  84.490 122.208  13.013 1590.2927040
11  97.554 122.568  13.302 1630.3995360

倍面積
面積  113.0877365
地積  113.08㎡

地番 5-13
点名 X座標 Y座標 Xn+1-Xn-1 Yn(Xn+1-Xn-1) 備考
8  98.213 105.251   0.054    5.6835540
1  98.031 105.247  -0.421  -44.3089870
6  97.792 113.920  -0.054   -6.1516800
7  97.977 113.925   0.421   47.9624250

倍面積
面積    1.5926560
地積    1.59㎡

地番 5-14
点名 X座標 Y座標 Xn+1-Xn-1 Yn(Xn+1-Xn-1) 備考
7  97.977 113.925   0.051    5.8101750
6  97.792 113.920  -0.423  -48.1881600
11  97.554 122.568  -0.051   -6.2509680
12  97.741 122.573   0.423   51.8483790

倍面積
面積    1.6097130
地積    1.60㎡

総計 229.36㎡
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多角点・引照点等 X座標 Y座標 備考
S1 引照点 102.961 108.180 コンクリート杭
S2 引照点 105.866 105.432 コンクリート杭
S3 引照点 102.420 127.960 コンクリート杭
T1 多角点 100.000 100.000 金属鋲
T2 多角点 101.935 124.945 金属鋲
T4 多角点  83.605  99.929 金属鋲

5-3 5-5

建築有効面積
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〇〇市△△町一丁目

5番１、5番12～5番14

“新”
調査報告書

対応
IJCAD
AutoCAD

互換表示登記
A社 C社B社

2in1Win

システム
申請
システム CAD＋

え？
表示登記システムに

CADまで付いて

この価格?！
圧倒的な

パフォーマンス!!
コスト ¥321,500(税別)

5年リース  月額 ¥5,975(税別)

表示登記申請シ
ステム

＋ CADシステム

ひとつでO
K

表示
登記

土地
図面も

建物
図面もも

これ
からは

2in1win
ビービーシ

ー
の

＝

書
類
を
作
り
、

    

現
場
を
管
理
し
、

    

　図
面
も
描
き
ま
す
！

書
類
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り
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現
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理
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　図
面
も
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ユーザ様の「声」を積み重ね、ここまで進化しました！

調査士事務所の勤務経験を

活かし、業務の効率向上を

　　　ご提案致します！　　　

担
当
の 

　
　

 

で
す

担
当
の 

　
　

 

で
す

紺
野

検  索福井コンピュータ

本社／〒910-0297 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6

●製品の詳しい情報、カタログのご請求は

http://const.fukuicompu.co.jp
札幌・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・埼玉・千葉・東京・横浜・静岡・名古屋・岐阜・福井・京都・大阪・神戸・岡山・高松・松山・広島・山口・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

福井コンピュータの測量業向けソリューション

3D点群処理システム【トレンドポイント】

3次元の時代を迎え、測量CADはいま、ONEへ―

時流の64bitアプリケーション

新・測量CADシステム「TREND-ONE」誕生！

マルチディスプレイ対応！ オープンデータの活用！！性作操・IUたし求追をさすやい使 連携

測量CADシステム【トレンドワン】

0570-039-291
●お電話でのお問合せは【福井コンピュータグループ総合案内】



編集後記
池田広報部長
　会報「ふくおか」発刊に際しまして、ご寄稿、ご投稿、
ご協力をいただき誠にありがとうございました。本年
も広報部一同、会の発展のために力を合わせて参りたい
とおもいます。
　個人としましては、独立して時間も経ってないこと
もありまして、昨年は、なかなか定休日を取れており
ませんでしたので、本年は、取れるよう業務を効率化
していきたいと思っております☆

本田広報部理事
　今回初めて、会報「ふくおか」の編集に携ることに
なり、広報活動の難しさを痛感しております。微力
ながら頑張らさせていただきますので、皆様ご協力を
宜しくお願いいたします。

吉田広報部理事
　今年度から広報部として調査士会の仕事に携わる事
になりました。
　もちろん何も分からない状態で部会、理事会に出席
することになり、戸惑いながらも少しずつではあります
が、調査士会の業務が分かり始めたところです。
　そんな中、会報編集の作業に取り掛かったのですが、
こんなにたくさんの方の協力と時間を頂き、会報

「ふくおか」が出来ているのだと驚いたのと同時に、私
自身会報をもっと精読しないといけないなと反省しました。
　今年も広報活動にご協力頂きますよう、宜しくお願い
致します。

西牟田副会長
　広報部の池田部長、本田・吉田各理事と藤野事務職員
の方々の編集や校正作業等々のご尽力のほど、大変お疲
れ様でした。
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